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資料２



１ 公募の趣旨 

  本庄市では、令和６年度から令和８年度までを計画期間とする「第１０次本庄市高齢者福

祉計画及び第９期介護保険事業計画」に基づき、地域密着型サービス事業所の基盤整備を進

めています。 
本公募は、質の高いサービス提供体制の確立を目指し、より良い地域密着型サービスを提

供できる事業者を適正かつ公平に選定するため、期間を設け事業者を募集するものです。 
 

２ 公募の内容 

  公募するサービスの種類、整備数及び定員数は下表のとおりです。 

サービスの種類 整備地域 整備数 定員 整備時期 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 児玉地域 １か所 － 
令和８年度 

小規模多機能型居宅介護 本庄東地域 １か所 ２９名 

 

３ 応募の要件 

（１）令和７年４月１日現在、運営実績が１年以上ある法人であること。 
（２）介護予防があるサービス事業は、介護予防の指定も併せて受けること。 
（３）国税（申告所得税又は法人税及び消費税）・市町村税（軽自動車税、事業所税、法人住民

税等）を滞納していないこと。 
（４）土地・建物については、事業者の所有であることが望ましいが、取得等が見込まれる場

合も可とする。借地借家の場合は、事業の存続に必要な期間（減価償却資産の耐用年数等

に関する省令（昭和４０年大蔵省令第１５号）別表１で定める構造又は用途別の住宅用の

耐用年数）の賃貸借契約が締結されている、または締結される見込みである場合に可とす

る。 
（５）事業予定地は、開発行為等の許認可が確実に得られること（事業予定地での開発が可能

か、必ず関係機関等にご確認ください。）。 
（６）法人及び代表者、役員（就任予定者含む）が、介護保険法第７８条の２第４項各号及び

同法第１１５条の１２第２項各号の規定に該当しないこと。 
（７）事業計画は、関係法令等（別紙１）を遵守することとし、関係機関と十分な協議を行っ

た上で策定されているものであること。 
（８）本庄市暴力団排除条例（平成２４年本庄市条例第２０号）第２条第１号に規定する暴力

団（以下「暴力団」という。）ではないこと。また、暴力団の利益となるような行為を行わ

ないこと。 
（９）代表者及び役員等が本庄市暴力団排除条例（平成２４年本庄市条例第２０号）第２条第

２号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）ではないこと。また、暴力団員を雇

用しないこと。 
（10）事業予定地の地域住民及び隣接地権者への説明会を開き、開設を認める旨の合意を得て

いること。説明にあたっては、「今回の説明は、本庄市の地域密着型サービス事業所の公募

に応募するための事前説明であり、現時点では施設整備が確定したものではない。」という

前提をよく説明すること。 
（11）令和９年３月末までに整備を完了させること。 

（12）応募事業者（運営法人）自らが開設し、指定を受けるものであること。 
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（13）事業予定地が災害レッドゾーンではないこと。ただし、防災対策工事により、事業開始

時点で災害レッドゾーンから外れることが見込まれる場合等を除く。 

（14）事業予定地が災害イエローゾーンではないこと。ただし、防災対策工事により、事業開

始時点で災害イエローゾーンから外れることが見込まれる場合等を除く。また、次に掲げ

る場合には対象とすることができる。 

（ア）土砂災害警戒区域または浸水深１メートル以上の浸水想定区域等の場合は、次のａから

ｄの全てに該当すること 

（イ）浸水深１メートル未満の浸水想定区域等の場合は、次のｃ及びｄに該当すること 

ａ 事業予定地が所在する日常生活圏域において、当該日常生活圏域の大半が災害イエロー

ゾーンである等、災害イエローゾーン以外での事業用地の取得が困難であること。 

ｂ 事業予定地において、災害イエローゾーンにおける介護施設等の新規整備を認めない場

合、当該施設が所在する区域において市区町村の介護保険事業計画で見込まれている必

要な介護サービス量の確保が困難になり、かつ、将来にわたり充足される見込みがない

こと。 

ｃ 事業予定地において、災害イエローゾーンの災害想定により想定される被災リスクに対

して、被害の防止・軽減のための対策及び迅速な避難を可能とするための施設・設備上

の対策が実施される計画となっていること。 

ｄ 事業予定地が所在する災害イエローゾーンの災害想定により想定しうる被災リスクへ

の対策が非常災害対策計画、避難確保計画等に記載される計画となっていること。 

 

４ スケジュール（予定） 

募集及び選定のスケジュール（予定）は、次のとおりです。 

令和７年８月１日（金） 募集要領ホームページ掲載 
令和７年８月１２日（火）～令和７年８月２９日（金） 質問票の受付 
令和７年８月１８日（月） 

～令和７年１１月２８日（金） 
質問に対する回答の公表 

令和７年９月８日（月）～令和７年１１月２８日（金） 応募書類の受付 
（土・日・祝日を除く） 

令和８年１月中旬 プレゼンテーション 

令和８年１月下旬～２月上旬 
介護保険運営協議会への諮問 
事業者の選定・通知・公表 

  

５ 本公募に関する質問の受付  

（１）受付期間 

  令和７年８月１２日（火）～令和７年８月２９日（金）午後５時まで 

 

（２）質問提出方法 

  質問票（別紙２）に必要事項を記載し、下記アドレス宛に電子メールにより提出して

ください。電話、来訪等による質問には応じません。 

E-mail：kaigo@city.honjo.lg.jp 

※件名は、「地域密着型サービス事業者公募に関する質問」としてください。 
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（３）回答方法 

  質問に対する回答は、「４ スケジュール（予定）」に示す期間中において、市ホー

ムページに掲載しますので、閲覧してください。なお、個別に回答内容の送付は行いま

せん。 

 

６ 応募の手続き 

（１）受付期間 

令和７年９月８日（月）～令和７年１１月２８日（金）まで 

（土・日・祝日を除く） 

  午前８時３０分から午後５時まで 

  ＊事前に電話連絡し、内容の分かる方が直接持参のこと 

 

（２）提出先 

本庄市役所福祉部介護保険課介護業務係 

（本庄市本庄３丁目５番３号 市役所１階） 
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７ 提出書類 

（１）提出書類 

種別 番号 提出書類 備 考 

計画書等 

① 本庄市地域密着型サービス事業者応募申請書 様式１ 

② 事業計画書 様式２ 

③ 実施予定事業の事業所体制等 様式３ 

④ 事業計画提案書 様式４ 

法人概要 

⑤ 法人の沿革 様式５ 

⑥ 誓約書及び役員名簿 様式６ 

⑦ 決算書（最新年度を含む過去３年分）  

⑧ 管理者経歴書 様式７ 

⑨ 法人の登記事項証明書又は法人登記簿謄本 原本 

⑩ 
定款（事業目的に実施する事業の記載があること。または、記

載する予定である場合は、その手続状況等がわかる書類を添付

すること。） 
原本証明 

⑪ 
現在運営している介護保険事業所及び関連事業所等に関する

資料（パンフレット等） 
 

⑫ 
法人及び代表者の納税証明書 
国税：税務署様式「その３の２」及び「その３の３」 
市町村税：滞納がない旨の証明書 

原本 

計画図等 

⑬ 
工程表 

（開発許可、建設工事、補助金申請等の日程を記入） 
 

⑭ 
建物計画図（位置図、平面図、立面図等） 

※平面図は、各部屋の用途及び面積を記入したもの 
 

⑮ 
事業予定地の全部事項証明書又は登記簿謄本（既存建物を改修

する場合は、建物の全部事項証明書又は登記簿謄本） 
原本 

⑯ 土地売買又は賃貸借の確約書あるいは覚書等の写し 原本証明 
⑰ 案内図・現況の写真（土地全体がわかるもの）  

その他 ⑱ 近隣への説明資料及び説明記録  
 
（２）提出部数 正本１部、副本１部を提出する。（副本は正本をコピーしたものでも可） 
 
（３）体裁    
① 各書類は、証明書類など既定のものを除き、原則Ａ４サイズ（Ａ３横）に統一すること 
② 全体の目次を付けること 
③ 項目ごとに文字表記のインデックスを付けること 
④ 提出書類は左側に穴をあけ、フラットファイルに綴じること 
⑤ 定款等の写しについては、原本証明をすること 
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８ 事業予定者の選定方法  

（１）審査方法 

① 本庄市地域密着型サービス事業者選定委員会（以下、「選定委員会」という。）で審査選

考をします。 

② 書類審査及び提案書のプレゼンテーションを実施し、計画の内容、考え方、事業者の実

績等を総合的に審査します。審査は、評価基準による点数制を採用し、評価合計点が最も

高い者を候補者として選定します。 

③ 最高点獲得者が複数いた場合は、選定委員会で協議し、選定委員会委員長が選定を行う

ものとします。 

④ 最高点獲得者でも、評価が基準点に達しない場合は、候補者として選定しません。 

⑤ 最高点獲得者が辞退または事前協議の中で不適格と市が判断した場合は、基準点を上回

っている次点であった者と協議を行います。 

⑥ 応募者多数の場合は、提出書類による一次審査を行い、プレゼンテーション対象者を選

定する場合があります。 

 
（２）プレゼンテーション 
① 日時等詳細については、別途応募者に通知します。 
② 出席者は３名までとし、法人代表者及び管理者予定者の出席をお願いします。 

 ③ 応募者が１事業者のみの場合でも、プレゼンテーションを実施します。 
 

（３）選定方法 

① 選定委員会での資料をもとに、本庄市介護保険運営協議会（以下「運営協議会」という。）

の意見を聴取します。 

② 選定委員会の報告及び運営協議会の意見を参考とし、本庄市長が事業予定者として最終

選定します。 

 

（４）選定に当たっての評価項目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９ 選定結果の通知及び公表 

（１）応募書類を受理した全ての者に対し、選定の結果を文書で通知します。 

（２）選定結果及び事業予定者の名称をホームページで公表します。 

審 査 項 目 内  容 

法人運営の健全性 

・法人の運営理念及び基本方針 

・利用者への対応 

・職員体制及び職員の質の向上 

・法人の運営状況 

施設整備計画の適格性 
・施設の立地状況等 

・事業運営 

地域への貢献 ・地域との連携や支援 

その他 ・その他 
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１０ 選定された事業予定者の遵守事項 

（１）事前協議書を作成・提出し、本庄市と協議（事前協議）すること。 

（２）地域住民への説明会を開き、その意見を計画に盛り込むように努めること。 

（３）開発許可等の申請は、事前協議及び説明会終了後にすること。 

（４）事業の実施にあたり、応募した内容から変更がある場合には、市の承認を得ること。 

（５）事業予定者として選定されたことにより事業が開始できることを確定するものではあり

ません。土地・建物の売買契約や賃貸借契約等の締結又は同意書等の取得の際には、利害

関係人にその旨を十分に説明し、誤解を与えることのないよう注意してください。 

 

１１ 施設等整備の補助金について  

本公募により事業予定者に決定した場合、施設整備に際して補助金を交付する制度があ

ります。この補助金は、埼玉県地域密着型サービス等整備助成事業費等補助金に基づき交

付するものです。県の予算の範囲内で採択されるため、補助金の交付と金額は確定してい

ませんので、資金計画等の策定にあたっては、補助金が不交付になった場合も想定して、

十分に対応できる場合に限り応募してください。 

また、令和９年３月末までに施設整備が完了しない場合、補助金を交付することができ

なくなりますので、綿密に施設整備の工程を確認のうえ、補助金交付の有無を踏まえて書

類を作成してください。 

なお、補助金の交付を受けて整備を行う場合、対象事業を行うために締結する契約は、

原則一般競争入札に付するなど、市が行う契約手続きの取り扱いに準拠することとなりま

す。 

 

１２ その他 

（１）応募にかかる資料作成等の費用は応募者の負担とします。 

（２）提出された書類は、理由の如何を問わず返却しません。 

（３）選定後の権利譲渡は認めません。 

（４）提出された書類等に虚偽の記載があることが判明した場合、その他違反や不正な行

為があった場合は、事業予定者としての選定を取り消すことがあります。 

（５）応募後に建設場所や事業計画を変更することは認めません。 

（６）応募者は、本件申請についての運営協議会の委員等への接触を禁じます。接触の事

実が認められた場合には、失格とすることがあります。また、選定の働きかけを行う

などの目的のために、応募者又はその関係者が直接又は間接的に市職員に接触を図っ

た場合においても同様とします。 

（７）事業計画の中止や事業予定者として決定されなかったことによる一切の損害等につ

いて、市は責任を負いません。 

 

 

 
＜問い合わせ先＞ 

  本庄市 福祉部 介護保険課 介護業務係 

  〒３６７－８５０１ 埼玉県本庄市本庄３丁目５番３号 

  【電話】０４９５－２５－１７１９ 【ＦＡＸ】０４９５－２３－１９６３ 

  【E-mail】kaigo@city.honjo.lg.jp 
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別紙１ 

 

ア 老人福祉法（昭和38年法律第133号）  

イ 社会福祉法（昭和26年法律第45号）  

ウ 介護保険法（平成9年法律第123号）  

エ 都市計画法（昭和43年法律第100号）  

オ 建築基準法（昭和25年法律第210号）  

カ 消防法（昭和23年法律第186号）  

キ 本庄市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条

例（平成25年3月29日本庄市条例第3号）  

ク 本庄市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密

着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定

める条例（平成25年3月29日本庄市条例第4号） 

ケ 指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準（平成18年3月14日厚生

労働省令第126号）  

コ 指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準（平成18年3月

14日厚生労働省令第128号）  

サ 指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介

護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項に

ついて（平成18年3月31日老計発第0331005号、老振発第0331005号、老老発第0331018号）  

シ その他関係法令等  
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別紙２ 
 

本庄市地域密着型サービス事業者の公募に関する質問票 
サ ー ビ ス 名  

法 人 名  

質問者所属・氏名  

連 絡 先 
電話番号  FAX 番号  

メールアドレス  

 

質 問 内 容 

 

 
※質問最終受付 令和７年８月２９日（金）午後５時まで 
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